
北谷町告示第７９号 

 

北谷町新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金交付要綱を次のように定め

る。 

 

令和３年４月３０日 

 

北谷町長 野国 昌春 

 

北谷町新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、沖縄県が実施

する新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査促進事業において認定された検査機関

（以下「検査機関」という。）におけるＰＣＲ検査費用の自己負担額に対する北谷町新型コ

ロナウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、町内の商工会、観

光協会、飲食業組合、漁業協同組合、美浜アメリカンビレッジ事業者会及びデポアイラン

ド通り会のいずれかの会員のうち飲食店の従業員及び町長が認めた者（以下「従業員等」

という。）とする。 

２ 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

（１）現に勤めている者 

（２）沖縄県が定めた期間において、検査機関でＰＣＲ検査を受けた者 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者の従

業員等が受けたＰＣＲ検査の自己負担額とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、２，５００円を上限とする。ただし、上限額

を超える部分は、従業員等の負担とする。 

２ 補助金の交付は、従業員等一人につき１回限りとする。 

 

（交付申請及び申請期間） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、北谷町新型コロナ

ウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金交付申請書兼請求書（第１号様式）に次に掲



げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

（１）現に飲食店従業員等であることが確認できる書類の写し 

（２）検査機関が発行した領収書の写し 

（３）補助金の振込口座の通帳の表紙及び表紙裏面の写し 

（４）その他町長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請期間は、町長が別に定める。 

 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付

の可否を決定し、北谷町新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金交付（不

交付）決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、交付決定をしたときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより

補助金の交付を行うものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第７条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、北谷町新型コロナウイルス感

染症ＰＣＲ希望者検査費用補助金交付決定取消通知書（第３号様式）により交付決定を取

り消し、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）法令及びこの告示に違反した場合 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合 

 

（譲渡又は担保の禁止） 

第８条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 

（調査） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは交付決定者に対し必要な報告を求め、又は調査

することができる。 

 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 


